
　※それぞれの加算には算定要件が

　　 ありますので確認してください。

※ 特別管理加算とは特別な管理が必要な

状態（利用者の状態により料金が異なる）

※ 特別管理加算者は退院日の訪問看護

　　 は出来るが、それ以外の方は医師が必

　　 要と認める場合のみ訪問可能

入退院連携に関連する主な介護報酬・診療報酬加算

2021年4月 2020年4月

◆入院時情報連携加算

（Ⅰ）２００単位

入院後３日以内に医療機関に情報

提供を行う

（提供方法は問わない）

（Ⅱ）１００単位

入院後７日以内に医療機関に情報
提供を行う

（提供方法は問わない）

◆入院時支援加算１ ２３０点
入院時支援加算２ ２００点

◆入退院支援加算１ ６００点／１２００点
◆入退院支援加算２ １９０点／ ６３５点
＋小児加算 ２００点

◆入退院支援加算１２００点

※退院時１回

入院中

退院
見込み時

◆退院・退所加算

＜カンファレンス参加なし＞

連携回数１回（Ⅰ）イ ４５０単位
連携回数２回（Ⅱ）イ ６００単位

＜カンファレンス参加あり＞
連携回数１回（Ⅰ）ロ ６００単位

連携回数２回（Ⅱ）ロ ７５０単位
連携回数３回（Ⅲ） ９００単位

入院時

◆退院時共同指導料１ ４００点
◆退院時共同指導料２ プラス ２０００点
◆地域連携診療計画加算
（診療情報提供書） ３００点

◆介護支援連携等指導料 ４００点

（入院中２回ケアマネと連携し退院

支援計画作成）
◆退院前在宅療養指導管理料 １２０点

◆退院前訪問指導料 ５５５点

◆退院後訪問指導料 ５８０点
訪問看護同行加算 ２０点

◆ターミナルケアマネジメント加算

４００単位

末期の悪性腫瘍と診断され１か月

以内に急変すると医師が判断した
場合はサービス担当者会議の招集
は不要

地域での生活

地域での生活

退院

◆在宅患者緊急時など
カンファレンス料 ２００点

医療機関側 （診療報酬）地域側 （介護報酬）

◆訪問看護ステーション
＜介護保険訪問看護＞
退院時共同指導加算

６００単位

＜医療保険訪問看護＞
退院時共同指導加算

８０００円
特別管理指導加算

２０００円
退院支援指導加算

６０００円

訪問看護情報提供
療養費 １５００円

◆通院時情報連携加算 ５０単位

※新型コロナ感染感染防止を踏まえ、
電話・ メール等で対面を伴わなく
ても可


